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1.はじめに 

社会環境の多様化により、自治会に求められる役割も高齢化対応、防災対応など多事多難となっ

ており、総代・自治会長のリーダーシップがますます重要になっています。本手引書は、総代・自

治会長の負担を軽減するとともに、総代・自治会長の引継ぎ等に活用していただくことを目的に作

成しました。 
 

2.自治会の意義等 

大字・自治会は、一定の区域に住む人々により自主的に構成された任意の団体です。区域に住ん

でいる人は、誰でも自治会会員になることができます。性別・年齢などの条件はなく、日常生活の

中での様々な地域課題を解決していくことを目的としています。大字・自治会は、自分たちのまち

を住みよいまちにするため、地域課題に取り組む組織として、町民生活に直結した重要な役割を担

っています。 
 

3.平群町自治連合会について 

平群町内 40 自治会の総代・自治会長により組織され、総代および自治会長相互の連絡協調をは

かり、町行政に住民の意思の反映をなし、豊かな町づくりに寄与し、併せて会員相互の親睦を図る

ことを目的に取り組んでいる団体です。具体的には、他市町村の活動状況の視察研修、公開講演会

などを実施しています。 

〇年会費 1万円 
 

《今年度の平群町自治連合会の取り組みについて》 

年 月 日 事    業 場    所 備   考 

４月９日（火） 役員会 役場 第１会議室  

５月下旬 自治連合会総会 書面決議  

６月頃 役員会 役場 会議室  

７月～８月頃 研修会 未定 
※６月の役員会

で検討 

７月中旬 人権・命の尊さへの町民集会 総合文化センター  

９月２９日（日） 防災フェスタ 総合文化センター  

１０月初旬 役員会 役場 会議室  

１０月下旬 平群町文化祭（展示部門） 総合文化センター  

１１月上旬 平群町文化祭（演技部門） 総合文化センター  

１２月頃 役員会 役場 会議室  

２月１５日（土） 公開講演会 
総合文化センター 

くまがしホール 
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4.要望書等の提出について（随時） 

 町に対する要望がある際に、総代・自治会長名で要望書を提出

することができます。 

自治会の困りごと等で、町に改善してほしい事がある時は、総

代・自治会長がとりまとめていただき、必要事項を記載した要望

書（様式自由）を提出してください。 
 

【必要事項】 

 ➊宛名：「平群町長」（「〇〇課様」等は不備になります。） 

 ❷差出人：総代・自治会長（〇〇ブロック長や〇〇委員長では

不備になります。会長との連名は可能ですが、その場合も回

答書は総代・自治会長に郵送する１部のみです。） 

 ❸具体的な場所がある時は、詳細な地図や付近の写真を添付

してください（場所特定のため）。地図の様式は問いません。 
 

 なお、令和 5年度より下記の総代・自治会長専用メールアドレスに要望書や添付書類を付けて送

信いただくことで、役場にお越しいただかなくても提出が可能となりました。 

※回答書につきましては、自治会長宛てに郵送します。 

お問合せ先 まち未来推進課 
 

5.大字自治会育成交付金および運営補助金の申請について 

（例年 8 月頃通知・10 月提出） 
例年 8月頃、総代・自治会長宛てに「平群町大字自治会に対する運営費補助金申請」および「平

群町大字自治会育成交付金申請」について通知しています。必要書類を提出いただいたのち、12月

中に交付しますので、通知の案内に従って申請手続きをお願いします。 
 

《平群町大字自治会に対する運営費補助金》 

※補助金交付規則に基づく、自治会の運営全般に対する助成 

均等割 40,000円、世帯割 1世帯当たり 200円の合計金額を交付 

例）世帯数 50の自治会へは 40,000 + 200 * 50 = 50,000 円を交付 
 

《平群町大字自治会育成交付金》 

※交付金交付要綱に基づく、総代、自治会長の行政との連絡調整などの活動に対する助成 

均等割 20,000円、世帯割 1世帯当たり 160円の合計金額を交付 

例）世帯数 50の自治会へは 20,000 + 160 * 50 = 28,000 円を交付 
 

お問合せ先 まち未来推進課 

 

 

 

平群町長様 
◯年◯月◯日 

◯ ◯ 自 治 会 
会長 ◯◯ ◯◯ 

要望書 

本文□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□。 

添付書類：地図、写真 

➊ 

❷ 

❸ 
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6.大字・自治会等に対する補助制度等一覧（※主なもの） 
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7. 広報紙等の配布について 

毎月、町の各種事業やイベントなどをお知らせするために、各大字・自治会へ広報紙「MY TOWN

平群」や県民だより等をお届けしています。お届けする日は、事前にお知らせしていますが、原則

として毎月 26 日となります。役場職員が自治会館、総代・自治会長、広報担当者様のご自宅へお

届けしています。 

お受け取りになりましたら、各世帯への配布などご協力をお願いします。 
 

《町広報紙等の分散配布》 

広報紙等の梱包単位を少なくし、広報紙の紙質の軽量化を図る

などの対策を行っておりますが、大字・自治会から配布の負担が

大きいとのご意見を伺っているところです。そこで、配布部数が

概ね 200 部以上の大字・自治会に限り、一定の基準により分散配

布を実施しています。 

新たに分散配布を希望される場合は、５月に配布した「町広報

紙等の分散配布について（意向調査）」をご提出ください。 

※既に分散配布済：緑ヶ丘、ローズタウン若葉台、北信貴ヶ丘 

お問合せ先 まち未来推進課 
  

〇議会だよりの配布について 

年間 5回（5月・6月・8月・11月・2月）、原則 26日に町広報紙と同時にお届けしています。 

広報紙と合わせて配布していただきますようお願いします。 

お問合せ先 議会事務局 
 

8.自主防災組織について 

災害発生時に大切な「命」を守り、安心して暮らせるまちづくりを推進するため、「共助」の要

である『地域自主防災組織』の結成を支援しています。補助金制度がありますので、ぜひご活用く

ださい。 
 

※現在の結成状況 結成 30団体 組織率 89.3％ 
 

◯防災に係るメール配信サービス 

〈防災無線 放送内容確認サービス〉 

聞き逃しを防ぐためのサービスです。 

   

登録制メールサービス→ 

  
お問合せ先 総務防災課 

 
 
 
 

デジタル版も整備。公式 LINE

から「カラー」で見られます。 

内容確認ダイヤル 
☎0745‐45‐3315 

電話で確認 メールで確認 
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9.認可地縁団体制度について 

1．認可地縁団体とは 

地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会 

等の地縁による団体（地縁団体）のことです。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で

不動産登記することができるようになります。 

※地縁団体に該当しないもの 

・スポーツ活動や芸術活動など活動目的が限定的な団体 

・婦人会や長寿会、子ども会のように「構成員が区域に住所を有すること」の他に性別や年齢 

などの条件が必要な団体 

2．認可の申請 

認可を受けるには要件があり、書類の提出、総会での決議等が必要です。 

町長は申請した当該団体が認可の要件に該当していると認めるときは、当該団体に対し認可 

を行います。その認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。 

【提出書類】 

① 認可申請書 ②規約 ③総会の議事録 ④構成員名簿 ⑤保有（予定）資産目録 

⑥ 事業活動報告書（予算・決算書も含む） ⑦代表者証明書 

3．認可後の手続き 

◆印鑑登録（担当課：まち未来推進課） 

認可後、認可地縁団体の代表者が、認可地縁団体印鑑登録申請書に必要事項を記入し、申請す

ることで印鑑登録することができます。 

必要なもの：認可地縁団体印鑑登録申請書、登録したい団体の印、本人確認書類 

◆「地縁団体台帳の写し」および「印鑑証明書」の発行申請（担当課：まち未来推進課） 

  １通 300円で各証明書を発行できます。 

 必要なもの：「地縁団体台帳の写し」・・・印鑑、「印鑑証明書」・・・団体の印鑑、本人確認書類 

◆認可地縁団体の税制上の取扱い（担当課：税務課） 

認可された自治会等には、法人税やその他税に関する法令の規定が適用されますが、収益事業

を行わない限り、各種の税金は減免の対象となります。減免の適用にあたっては申請が必要とな

りますので、必ず税務課へ報告をお願いします。 

◆資産の登記・登録 

法人格を取得することにより、不動産等の登記を団体名で行うことができるようになります。

登記等は、奈良地方法務局(☏0742-23-5534)へお問合せください。 

登記申請時に添付する書類として、認可を行った市町村が作成する「地縁団体台帳の写し」が

必要となります。この書類が法人格取得後の団体の住所証明書および代表者の資格証明書となり

ます。 

4．変更の届出（担当課：まち未来推進課） 

   代表や規約等に変更があった場合は届出が必要です。 

お問合せ先 

●制度全体に関すること 

まち未来推進課 

                                                        ●税に関すること                        

                                                          税務課 
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10.平群町安心見守り事業 地域支え合い推進員について 

〇平群町安心見守り事業とは 

町では、一人暮らしの高齢者などが住み慣れた地域で安心して自立した生活を過ごせるよう、

「平群町安心見守り事業」を実施しています。この事業は、「地域支え合い推進員」が地域での

見守りを希望される高齢者に対し、定期的なご自宅への訪問や電話連絡などにより、安否確認や

日常生活の相談などを行うものです。 

〇地域支え合い推進員とは 

自治会より推薦され、平群町長より委嘱を受けた方々で、任期は２年となっています。 

〇推薦について 

令和６年２月～３月に各総代・自治会長から各自治会での新しい推進員を推薦いただきました。

現推進員の任期は令和６年４月～令和８年３月までとなっており、次回は令和８年２月初旬頃に

福祉課より推薦依頼を各総代・自治会長宛に送付させていただきます。 

お問合せ先 福祉課 

  

11．総代・自治会長の連絡先の取り扱いについて 

町では、大字・自治会との情報伝達、総代・自治会長間での情報交換を円滑に行うため、総代・

自治会長名簿を作成しています。名簿は、原則として、町の事業についての案内や通知、町の事業

への協力のお願い、町が発注する工事についての連絡や周知、災害対応等を行う場合に利用するも

のです。 

ただし、下記の場合においては、各機関や団体、事業者に対して、連絡先を提供します。 

 

1. 公的に利用されると認められる場合（営利目的の利用を除く） 

2. 国・県関係 

3. 転入者・転居者（またはその代理者）から自治会加入や自治会活動等についての問い合わせ

があった場合 

4. 法令に基づく場合や人命にかかわる場合 

5. 町議会議員が議員活動（政治活動を除く）に使用する場合 

6. 水利組合の件について問い合わせがあった場合 

7. 次の関係機関が公共的目的の理由から自治会長への連絡が必要と判断される場合 

   1）福祉関係団体 

   2）事業者 

     電気・上下水道・電話線・道路等公共工事の施工業者、携帯電話等の通信業者、電力会

社、不動産会社、建設会社、流通業者等 

   3）任意団体 

     町自治連合会、商工会等 
 
※上記以外の場合について、連絡先の提供が必要と判断される場合は、まち未来推進課から総

代・自治会長に連絡を取り、同意を得た上で提供します。 

お問合せ先 まち未来推進課 

 


